
（ 公 印 省 略 ）

健 増 第 2 5 2 5 号

令和６年 12 月 10 日

健 増 第 2 6 0 0 号

改正 令和６年 12 月 19 日

産後ケア事業実施医療機関・助産所等の長 様

兵庫県保健医療部健康増進課長

産後ケア事業集合契約について（依頼）

平素より、産後ケア事業の実施にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

当県では、産後ケア事業の充実・推進を図るため、本県が県内市町の委任を受けて、県医師

会及び県助産師会との集合契約の締結を予定しております。

つきましては、集合契約への参加をご希望される実施機関は、下記の通り、必要書類をご記

入いただき、所在地の市町に承認を得て、ご提出いただきますようお願いいたします。

なお、集合契約参加実施機関（協力機関）に対しては、今年度末にWeb説明会を実施する
とともに、市町の実施状況等を一覧に取りまとめ、情報提供させていただきます。

記

１ 集合契約参加の申請について

（１）必要書類

① 委任状（産後ケア実施機関用）、② 申請書、③ 産後ケア事業確認書

※市町によって別途必要書類の追加がある場合がありますので、必ず別添の市町窓口にご確認

いただきますようお願いします。

（２）受付期限

令和 7年 1月 23日（木）まで
（３）申請までの流れ

必要書類（（1）①②③）を記入し、所在地の市町に承認を得て、下記提出先まで①②③
（③は写し）をご提出ください。（裏面のフロー図を参照）

（４）提出先

〇令和 6年度内：兵庫県保健医療部健康増進課保健・栄養指導班 中村まで

メールにて（hokenshido@pref.hyogo.lg.jp）ご提出ください。
メールでの提出が困難な場合には、FAXもしくは郵送にてご提出
いただきますようお願いします。

〇令和 7年度以降：医療機関は、一般社団法人兵庫県医師会へご提出ください。
助産所等は、一般社団法人兵庫県助産師会へご提出ください。

（５）添付資料

・委任状、申請書、産後ケア事業確認書

・市町の産後ケア事業の集合契約に関する窓口一覧（R6年 12月 19日現在）
・産後ケア事業にかかる集合契約の実施について【概要説明】（R6年 12月 19日現在）
・12月 2日産後ケア事業研修会の県説明資料（QA部分抜粋）

【担当】兵庫県保健医療部健康増進課
保健・栄養指導班 亀山、中村

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５-10-１
TEL：078－341－7711（内線 3251）
FAX：078－362－3913
Mail:hokenshido@pref.hyogo.lg.jp
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Hyogo Prefecture

協力機関の申請までの流れ
（R7.4.1から契約開始する場合）

市町(実施機関の所在地市町)

産後ケア事業実施機関
（医療機関・助産所等）

兵庫県

兵庫県
医師会

兵庫県
助産師会

②ア～ウ
を持参

①必要書類ア～ウを記入する
ア 委任状
イ 申請書
ウ 産後ケア事業確認書（市町によって別途、必要書類が

追加となる可能性があります。）

④ア、イ、
ウの写し
を提出

⑤一覧にし共有

R6.12～R7.1.23〆

③イ、ウの内容を確認、
市町のｻｰﾋﾞｽとして承認
※承認する場合は、市町がアに記入

例外パターン

※R7.3.31までの書類の提出は兵庫県健康増進課へ

（令和6年12月19日下線部を改正）

Hyogo Prefecture

協力機関の申請までの流れ
（R7.4.1からの新規・変更・辞退の申請）

産後ケア事業実施機関
（医療機関・助産所等）

兵庫県

兵庫県
医師会

兵庫県
助産師会

②ア～ウ
を持参

①必要書類ア～ウを記入する
ア 委任状
イ 申請書
ウ 産後ケア事業確認書（市町によって別途、必要書類が

追加となる可能性があります。）

③イ、ウの内容を確認、
市町のｻｰﾋﾞｽとして承認
※承認する場合は、市町がアに記入

④ア、イ、
ウの写し
を提出

※実施内容の変更、
辞退の場合は、
イのみを提出

⑤ア、イ、
ウそれぞれの
写しを提出

市町(実施機関の所在地市町)

通常パターン

※R7.4.1からの書類の提出は委任先（県医師会・県助産師会）へ


